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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

長崎航空株式会社所属セスナ式１７２Ｍ型ＪＡ３７４１は、昭和５７年１１月３日訓練を 

終了し長崎空港滑走路３２に着陸進入中、１５時５６分ごろ同滑走路進入端から約６３０メ 

ートル南側の海上に墜落した。

同機には、機長のみ搭乗していたが死亡した。

同機は水深約１４メートルの海底に水没した。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和５７年１１月３日、運輸大臣より事故発生の通報を受 

け、当該事故の調査を担当する主管調査官及び調査官１名を指名した。

１．２．２　調査の実施時期

昭和５７年１１月４日～６日　現場調査



昭和５７年１１月２４日～２６日　計器の分解調査

昭和５８年６月１５日～８月２５日　後流渦の強さの推定（科学技術庁航空宇宙技術

研究所）

１．２．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者としての機長からの意見聴取は、同人が本事故で死亡したため行われなか 

った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

整備記録によれば、ＪＡ３７４１（以下「セスナ機」という。）は、当日朝、整備士によ 

り飛行前整備点検を受けていて、異常は認められていない。

セスナ機は、１１時０５分に宣伝飛行のため同社の操縦士が搭乗し、長崎空港を離陸し

１３時２８分同空港に着陸した。

その後、自家営業が本職である機長（長崎航空社員ではない。）は、１４時３０分ごろ長 

崎航空を訪れ、セスナ機の搭乗に関する手続を行った。１４時４０分ごろ、長崎空港事務所 

に同社の運航担当者経由で飛行計画を提出した。これによれば、セスナ機は、巡航速度９０ 

ノット、予定所要時間1時間、搭載燃料の持久時間７時間、諫早及び森山経由で目的は訓練 

であった。

機長は１４時５０分ごろから飛行前点検を開始し、１５時０１分同社前のスポットを出発 

し、１５時０６分離陸した。

その後、セスナ機は訓練飛行を終了し、１５時４７分４２秒、諫早上空高度２，０００フィ 

ートで長崎飛行場管制所（以下「タワー」という。）に着陸指示を要求し使用滑走路３２、 

風向３４０度、風速４ノット、ＱＮＨ３０．３１を通報され目視位置通報点の三鈴ポイント 

（空港東南東３．５海里）通過を通報するよう指示され、セスナ機はこれを了解した。

１５時４８分５５秒、タワーはセスナ機に対し、ＩＬＳ進入のためアウタ・マーカに直行 

中の東亜国内航空所属Ａ３００機（東亜国内航空３６５便／東京―長崎、エアバス・インダ 

ストリー式Ａ３００Ｂ２Ｋ‐３Ｃ型、ＪＡ８４６５、乗員及び乗客計１９０名搭乗。以下「 

Ａ３００機」という。）を着陸順位を第一番とし、セスナ機は第二番目となるので、三鈴ポ 

イント上空で待機するよう指示し、セスナ機は了解した。その後、１５時５０分３０秒にタ



ワーはセスナ機に現在位置を聞いたところ、空港南東3海里である旨の通報を受け、セスナ 

機の着陸順位を一番目とするため右ベース・レグに進入するよう指示し、セスナ機は了解し 

た。

１５時５１分３０秒にＡ３００機はアウタ・マーカ（滑走路末端から８．２海里）通過を通 

報し、タワーはＡ３００機に対し進入を継続し５海里の地点で報告するよう指示し着陸順位 

は二番目である旨伝えた。

１５時５２分０１秒、セスナ機は右側のベース・レグ進入を通報しタワーはセスナ機に対 

し、着陸許可及び風向３４０度、風速４ノットを伝えたが、機長からもう一度繰り返してく 

ださいとの送信で同じ内容を繰り返し、機長は了解した。タワーはこれに引き続いてＡ３００ 

機に対し第一番目は右ベース・レグにいるセスナ機であり、Ａ３００機は第二番目であるの 

で着陸許可はセスナ機の最終進入の終わりごろに予定している旨を通報した 。

１５時５２分５９秒、タワーはセスナ機に対し着陸復行し左側のダウン・ウインド・レグ 

に入りそれを報告するよう指示したが、セスナ機からの応答はなかった。タワーは、１５時 

５３分１３秒に再び同じ内容の指示を出し、今度は機長により了解された。セスナ機は、滑 

走路３２進入端付近で指示された左旋回の代わりに右旋回して着陸復行を行い、右側ダウン

・ウインド・レクに進入した。

１５時５３分４２秒にタワーは、Ａ３００機に対し着陸許可を発出しＡ３００機はこれを 

了解した。

１５時５４分１０秒にタワーはセスナ機に対し、ロング・ベース（ベース・レグを通常の 

位置より遠くに設定）進入を通報するように指示したが、セスナ機は右側のベース・レグ進 

入を通報すると復唱した。

１５時５４分５２秒セスナ機は右側のベース・レグ進入の通報を行い、タワーはセスナ機 

に対し進入を継続するよう指示し、セスナ機はこれを了解した。

Ａ３００機は１５時５５分１６秒に着陸し、１５時５５分３０秒タワーは着陸滑走中の同 

機に誘導路Ｔ‐４経由で駐機場に行くよう指示した。

管制官、Ｔ‐２で離陸待機中の長崎航空所属Ｇ・Ａ・Ｆノマッド式Ｎ２４Ａ型、ＪＡ８８ 

２７のキャプテン（セスナ機の機長の元操縦教員）及びコーパイロットの口述によれば、セ 

スナ機の最終進入における高度は、通常より低く、かつ、Ａ３００機の高度よりも低かった。 

１５時５５分３９秒から４２秒の間にＪＡ８８２７のキャプテンからセスナ機の機長に対し 

て、タワーと同じ無線周波数１１８．５メガ・ヘルツで「こちら８８２７、後流に気を付けて 

下さいよ。」との注意があった。その直後にセスナ機は機首を若干上け左に傾きバンクを更



に深くし、左にロールしながら、ほぼ背面に近い状態で左翼から水面に激突し、滑走路進入 

端の手前約６３０メートル、中心線の南西（進入方向で滑走路中心線の左側）約２０メート 

ルの地点に沈んだ。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

機長が死亡した。

２．３　航空機（部品を含む。）の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度

大破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

胴体　前部胴体下面及び側面外板破損、一部飛散

中部胴体上面外板破損、一部飛散

中部胴体左右側面外板及び下面外板並びにフロア・パネル歪曲

後部胴体左右側面外板一部変形

左右ドアー脱落

ファイヤ・ウォール破損、変形

操縦席計器板取付部より脱落、同カバー離脱

主翼　左右主翼とも前縁部は全体的に損傷歪曲、上面及び下面外板歪曲、先端部破損

左主翼取付部破損、燃料タンク破損

左主翼ストラット湾曲、上部及び下部フェアリング破損、飛散

右主翼ストラット上部フェアリング破損、飛散

左側エルロン全長の約半分位のところから破断し内側にまくれこみ

右側エルロン変形

左側フラップ胴体側が後下方に湾曲

右側フラップ変形、一部に亀裂

エンジン　上部及び下部エンジン・カウリング破損、飛散

エンジン・マウント破断

エンジン・バッフル破損

エギゾースト・マフラ及びオイル・クーラ変形

プロペラ　プロペラ・ブレードは両端ともに後方に湾曲



プロペラ・スビナ破損、飛散

前方及び後方バルクヘッド変形

主脚　左及び右側スプリング・ストラット・フェアリング破損

左側スプリング・ストラット変形

左側スプリング・ストラット胴体側フェアリング破断

前脚　ショック・ストラット取付構造部破損、脱落

左及び右側ステアリング・チューブ破断

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

損壊なし

２．５　乗組員その他の関係者に関する情報

２．５．１

機長　男性　３６歳

自家用操縦士技能証明書　第８４４９号

限定事項　陸上単発　昭和５４年８月３０日取得

第３種航空身体検査証明書　第３２２６０２３３号

有効期限　昭和５８年９月２４日

総飛行時間　１３３時間５５分

同型式機飛行時間　１３３時間５５分

最近の飛行時間

昭和５７年１月１１日　１時間０５分

２月２３日　１時間０５分

３月８日　５０分

９月１日　３０分（前回より３か月以上経過しているので技量保

持のための飛行）

９月５日　３０分

２．５．２

航空管制官（飛行場管制席）　男性　２２歳

飛行場管制業務技能証明　第６９５９号　昭和５６年１０月１日取得

当時タワーには、航空機と直接交信を行っていた上記管制官の他、副管制席担当管制



官（４１歳、飛行場管制業務技能証明第６９３８号、昭和５６年５月１日取得）及び主 

幹（４５歳、飛行場管制業務技能証明第５２１号、昭和３９年２月１日取得）が勤務し 

ていた。

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　セスナ式１７２Ｍ型

製造番号及び製造年月日　第１７２６４７００号　昭和５０年２月１０日製造

耐空証明　第大‐５７‐１５８号　昭和５８年７月１４日まで有効

総飛行時間　５，１３０時間０１分

定時点検後飛行時間　昭和５７年１１月１日５０時間点検実施後　９時間４５分

２．６．２　エンジン

型式　ライカミング式０‐３２０‐Ｅ２Ｄ型

製造番号及び製造年月日　第Ｌ‐４９６８５‐２７Ａ号　昭和５６年１月２０日製造

総使用時間　１，２０８時間３２分

定時点検後使用時間　昭和５７年１１月１日５０時間点検実施後　９時間４５分

２．６．３　重量及び重心位置

事故当時、セスナ機の重量は１，９５０ポンド、重心位置は３９．３２インチと推算され、 

いずれも許容範囲（最大離陸重量２，３００ポンド、重心範囲３８．５―４７．３インチ）内 

にあった。

２．６．４　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン８０／８７、潤滑油はＷ１００でいずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

２．７．１　事故当日１５時の一般天気概況は長崎海洋気象台によれば、次のとおりであった。

東北地方には１，０３０ミリバールの高気圧があって、その勢力は広く西に延びて、大 

陸東岸まで覆っている。ごく狭い雲域は朝鮮海峡にあって、その一部は福岡県北部から 

山口県北部まで達した。

このような東西に延びる高気圧に覆われた長崎県大村市は、朝から風弱く秋晴れの良 

い天気が日中続いた。

２．７．２　当該事故関連時間帯の長崎海洋気象台長崎空港出張所の気象観測値は、次のとお



りであった。

１５時００分　風向３６０度、風速３ノット、視程４０キロメートル、雲量１／８ 

高積雲　雲高１０，０００フィート、気温１９度Ｃ、露点温度５度Ｃ、ＱＮＨ３０．３１イ 

ンチ／水銀柱

１６時００分　風向３５０度、風速３ノット、視程４０キロメートル、雲量１／８ 

積雲　雲高３，５００フィート、気温１９度Ｃ、露点温度６度Ｃ、ＱＮＨ３０．３１インチ 

／水銀柱

２．７．３　同空港に設置されている自記風向風速計記録には、事故発生時間帯において突風

は記録されていなかった。

（注）　３か所に設置されている風向風速計の位置及び高さ

滑走路３２進入端付近（滑走路の東側）　―　地上高１０．５メートル

滑走路１４進入端付近（滑走路の東側）　―　地上高１０．５メートル

庁舎屋上　―　地上高２５．６メートル

２．８　通信に関する情報

セスナ機及びＡ３００機とタワーとの交信は、管制交信テープによれば通常どおり行わ 

れていた。その交信内容は別添１のとおりである。

２．９　飛行場及び地上施設に関する情報

Ａ３００機が着陸し、セスナ機が着陸しようとした滑走路３２は長さ３，０００メートル、 

幅６０メートルであり、ＩＬＳ（計器着陸装置）及びＶＡＳＩＳ（進入角指示燈）等が設 

置されている。

同空港の標高は２．４メートルである。

２．１０　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

事故直後、タワーからセスナ機の墜落の通報を受けた長崎空港事務所運用課は警察１１０ 

番、海上自衛隊大村航空隊、佐世保海上保安部及び長崎県警航空隊に情報を通報した。

海上自衛隊佐世保防備隊の隊員により、水深約１４メートルの海底に背面の状態のセス 

ナ機と機内にシート・ベルトをしたまま死亡している機長が発見され、１６時５９分ごろ 

遺体が同隊員（６名）により収容された。死因は脳挫傷であった。

その後、セスナ機はクレーン船に引き上げられ、翌５日０１時３０分同社の格納庫に収 

容された。



２．１１　事実を認定するための試験及び研究

２．１１．１　セスナ機及びＡ３００機の推定飛行経路

両機の推定飛行経路は付図に示すとおりであるが、セスナ機については、タワー及び 

地上の目撃者の口述、同機の飛行諸元等に基づき、また、Ａ３００機については、同機 

が搭載していたサンドストランド社製５７３Ａのデジタル式飛行記録装置（以下「ＤＦ 

ＤＲ」という。）の記録（電波高度計、速度、ミドル・マーカ通過時間、ＶＨＦ送信時 

間等）に基づいて作成した。

２．１１．２　残がいについての調査

２．１１．２．１　エンジン分解調査の結果、機体墜落時に水面に激突した際の衝撃及び海水 

の影響によるものと認められる損傷を除き、エンジン本体及びその燃料系統、電気系 

統に異常は認められなかった。

なお、スロットル、ミックスチュア及びキャブレータ・ヒートの各コントロール・ 

ケーブルはいずれも切断されておらず、これらのそれぞれのコントロール・ノブは、 

いずれもいっぱいに押し込まれた状態にあった。キャブレータ側のスロットル・アー 

ムはフル・オープン位置にあり、ミックスチュア・コントロール・アームはフル・リ 

ッチ位置にあった。

２．１１．２．２　補助翼、方向舵、昇降舵、昇降舵トリムタブ及びフラップの各コントロー 

ル系統のケーブル及びロッドには、調査の結果、異常は認められなかった。

右主翼翼根近傍に取り付けられているフラップ・アクチュエータ・モータのアクチ 

ユエーティング・チューブを調べたところ、同チューブは完全に引き込まれた状態に 

あった。

２．１１．２．３　高度計、速度計及びエンジン回転計を分解調査の結果、海水の影響による 

ものと認められる損傷を除き、異常は認められなかった。なお、各計器の内部機構か 

ら、墜落時の指示値を見出すことはできなかった。

２．１１．２．４　残がいを調査した結果、(1)前部胴体が原形を留めないまでに破損していた。 

(2)中部胴体の左側が右側に比して損傷が甚だしかった。(3)左主翼が全体的に後方に押 

され、同翼の前方及び後方の胴体への取付部が同翼の前方スパーを含めて後方へ湾曲 

し、翼根部で約２０度翼全体が後方へ湾曲していた。(4)左主翼が後方へ変位したこと 

により、左側フラップが翼根部に押し付けられ、全長の約１／４胴体側に寄った位置 

から翼端方向に折れ曲げられていた。(5)左主翼のストラットが、ほほ中央付近から約

２０度下方に湾曲していた。(6)左側エルロンが全長の約１／３翼端側に寄った位置か



ら胴体方向に折れ曲がっていた。(7)左主翼と右主翼の損傷状態は類似しているが、そ 

の損傷の程度が右主翼に比して左主翼の方が甚だしかった。

２．１２　その他必要な事項

(1)航空路誌（ＡＩＰ―Aeronautical Information Publication―運輸省航空局

において編集され、管轄区域内における民間航空の運航に必要な恒久的情報が収録されて

いる。）　(2)管制方式基準（航空局―昭和４４年１月９日―昭和５６年３月１日改正２５。

航空管制官が航空交通管制業務、飛行情報業務及び警急業務を適正かつ確実に実施するた

めに準拠すべき方式、最低基準及び用語が定められている。）　(3)米国ＡＩＭ（　Airman's

Information Manual，米国連邦航空局　１９８１年１月―航空従事者に航空に関する

基礎的な情報を与えるため作成されたもの。）

以上のうち、本事故に関連する項目は別添２のとおりである。

３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

着陸形態をとったＡ３００機の主翼に働く循環分布を、翼面積、翼幅、当時の速度及び 

重量（１０６，９２７kg）並びに揚力係数（フラップ２５度、スラット２５度）の数値を用 

いて推定し、この循環分布に対しDonaldsonの方法に基づいて後流渦の推算を行った。 

片側の翼について言えば、フラップ外側端及び翼端付近にそれぞれ中心をもつフラップ渦 

と翼端渦が発生する。渦発生後約５０秒たった時のフラップ渦、翼端渦の大きさ（半径） 

はそれぞれ１６メートル、１．７メートル程度であり、最大周速度はそれぞれ２３メートル 

／秒、２０メートル／秒となり、二つの渦を合わせた半径約１６メートルの領域内はすべ 

て３メートル／秒以上の周速度が存在する。渦の向きは右翼から発生したものは反時計回 

り、左翼からのそれは時計回りである。

当時３４０度の４ノットの風があったが、この影響は少なく後流渦はＡ３００機のほぼ 

真うしろに流されて行ったと考えると、Ａ３００機がミドル・マーカを高度約６０メート 

ルで通過した約５０秒後の同所付近上空におけるＡ３００機の右翼から発生した反時計回 

りの後流渦は、最大周速度約２３メートル／秒、半径約１６メートルと推算される。



３．２　解析

３．２．１　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．２．２　セスナ機は、有効な耐空証明を有し、かつ、整備されていた。

３．２．３　セスナ機の調査結果から、事故発生前、機体、エンジン等に欠陥や故障が存在し

たことを示す事実は発見されず、同機は正常であったものと推定される。

３．２．４　事故当日、大村市は高気圧に覆われ朝から風弱く秋晴れの良い天気が日中続いて  

おり、また、同空港に設置されている自記風向風速計の記録にも突風は記録されておら  

ず、事故当時、突風があったとは考えられない。

３．２．５　ＤＦＤＲの記録、管制交信記録等によれば、計器飛行方式のＡ３００機は滑走路 

３２へのＩＬＳ進入を行っていた。ＤＦＤＲの記録によるとミドル・マーカ（滑走路

３２進入端から９７０メートルの位置）通過は１５時５４分５４秒、滑走路３２への接 

地は１５時５５分１６秒と推定される。

一方、有視界飛行方式のセスナ機は、管制交信記録、目撃者の口述等によれば、１５ 

時５３分１３秒にタワーからの指示で着陸復航した後、臼島付近で旋回し１５時５５分 

４４秒ごろミドル・マーカ付近で滑走路にほぼ正対し、Ａ３００機の通過経路に重なる 

位置になったものと推定される。タワー及びＪＡ８８２７の操縦士の口述によれば、セ 

スナ機のミドル・マーカ付近での高度はＡ３００機の高度、２００フィート（約６０メ 

ートル）よりも低かったものと推定される。

Ｔ‐２で離陸待機中のＪＡ８８２７のキャプテンが「こちら８８２７、後流に気を付 

けて下さいよ。」と１５時５５分３９秒に送信し始め４２秒に終了している。その直後 

に、セスナ機はＡ３００機の後流渦に遭遇し操縦不能となったものと推定され、目撃者 

の口述及び「２．１１．２．４」の残がい調査の結果から、同機は機首を若干上げ左に傾きバ 

ンクを更に深くし、左にロールしながら、ほぼ背面に近い状態で左翼から水面に激突し 

たものと推定される。この時、滑走路３２進入端側の岸壁近くの海上で船釣りをしてい 

た複数の人が、セスナ機の爆音が高くなったのを聞いていること、及び機体の調査結果 

もフラップ・アップの状態であり、かつ、エンジン最大出力であったことから、機長は 

後流渦から離脱しようとしたものと考えられる。

３．２．６　気象官署の１６時００分の観測値（観測時前１０分間の平均風向及び風速）は

３５０度の３ノットであるが、セスナ機がタワーから１５時４８分に受信した風（その 

時点におけるタワーの風向風速計に指示されている数値）は３４０度の４ノットであり、 

また、１５時５０分から１５時５３分５０秒ごろまでにかけてタワーから他の離着陸機



に出された風も３５０度の４ノット、３４０度の４ノットであった。このような状態に 

おいては、大型機からの後流渦が後続機に影響を与えることが考えられ、後続の小型機 

は大型機の通過経路の上方を飛行することが期待されている。大型機からの後流渦の中 

の飛行は、これに遭遇する航空機のロールに関する操縦性能を超える誘導ローリング・ 

モーメントを生ずる。同機は左に傾き滑走路中心線の左側で海面に激突していることか

ら、セスナ機はＡ３００機の右翼から発生した反時計回りの後流渦に遭遇したものと推 

定される。後流渦により生ずるロールに対抗する航空機の操縦性能は、主として後続機 

の翼幅による。先行機に比較して短い翼幅を有する航空機が、後流渦により生じた誘導 

ロールに対抗するのは困難である。Ａ３００機の翼幅４４．８４メートルに対してセスナ

機の翼幅は１０．９２メートルであること及び「３．１ 解析のための試験及び研究」の結果、 

後流渦の最大周速度は約２３メートル／秒（半径約１６メートル）と推算されることか 

ら機長が、後流渦に対し操縦性能を失わずに飛行させることは出来ず、低高度において 

は回復不可能であったものと認められる。

３．２．７　当該ケースのように、Ａ３００機の後方にセスナ機が進入するときは、後続のセ 

スナ機が計器飛行方式で、かつ、レーダ管制を受けていない場合は、タワーは原則とし 

て３分の管制間隔を適用するが、この場合、セスナ機は有視界飛行方式であるため、時 

間的な間隔は設定されていない。

３．２．８　管制方式基準中の「４．情報提供(1)ｄ」からみると、Ａ３００機に３分未満の間隔 

で追従する有視界飛行方式のセスナ機に対して、後方乱気流のため、関係情報の発出が 

必要であると管制官が判断したときは、後方乱気流に関する注意情報及びＡ３００機の 

位置、高度等に関する情報が提供される。

セスナ機とＡ３００機とは、タワーとの交信に同一周波数１１８．５メガ・ヘルツを使 

用しており、１５時４８分５５秒、タワーからＩＬＳ進入中のＡ３００機を着陸順位第 

一番とし、セスナ機は第二番目である旨通報されたが、セスナ機はその後第一番目の着 

陸順位となり着陸許可を受けた。その後Ａ３００機がセスナ機の後方に近ずき、セスナ 

機を第一番目とするとＡ３００機を着陸復行させる可能性が生じたので、管制官の指示

によりセスナ機が着陸復行している。管制官は、Ａ３００機との関連でセスナ機の着陸 

順序を変更しており、かつ、当時の有視界気象状態では、セスナ機はＡ３００機を確認 

出来たはずであり、従ってＡ３００機の位置、高度、後方乱気流に関する注意を機長に送 

信しなかったものと認められる。

３．２．９　機長は、有資格者であること、長崎航空（株）の操縦士から平素から情報を得ている



こと及び航空路誌（ＡＩＰ）にも説明があることから、後方乱気流に関して知識を有し 

ていたものと推定される。

しかしながら、機長の飛行実績からみても後方乱気流についての体験は全然ないか少

ないものと考えられ、当時Calm Wind （静穏―風速が１ノット未満）ではなかったこ 

と、後方乱気流が見えないこともあり、Ａ３００機の存在を知ってはいたが、当該後方 

乱気流の存在がこれ程危険であることを積極的に認識するまでには至らなかったのかも 

知れない。

３．２．１０　同社の操縦士は、Ｇ・Ａ・Ｆノマッド式Ｎ２４Ａ型、ブリテンノーマン式ＢＮ 

‐２Ａ‐２１型、セスナ１７２型等を操縦しているが、有視界飛行方式で進入時、ボー 

イング式７４７ＳＲ‐１００型、ロッキード式Ｌ‐１０１１‐３８５‐１型、エアバス 

・インダストリー式Ａ３００Ｂ２Ｋ‐３Ｃ型等の後続の場合にも状況を判断して３分間 

の間隔にとらわれず、操縦士の判断でこれら大型機の高度よりも高く空港に進入し、滑 

走路進入端を高度３００～４００フィートで通過し、長さ３，０００メートルの滑走路を 

十分に活用して着陸するとのことであった。

Ｔ‐２で離陸待機中のＪＡ８８２７のキャプテンは機長の元操縦教員であるが、同機 

の副操縦士と後流の可能性について話した後、緊急の措置として後流に気を付けるよう 

送信したのであるが、「こちら８８２７」と言うことにより自分が送信していることを 

機長本人に知らせようと思ったと述べているが、経験豊かな操縦士にして後流の恐しさ 

を初めて認識できるものであったのかも知れない。米国連邦航空局がＡＩＭでも記述し 

ているように、操縦士は、後方乱気流を推定しこれを回避する方法は空中衝突防止と同 

じ程度の関心をもって訓練されるべきものであると考えられる。有視界飛行方式におい 

て、特に先行機の存在を認識出来るときには、後方乱気流に対する間隔設定は後続機の 

機長がすべきと考えられている。



４　原因

４．１　解析の要約

(1)　当時、風向風速は３４０度の４ノットであり、視程は４０キロメートルであった。

(2)　Ａ３００機のＩＬＳのミドル・マーカ（滑走路３２進入端から９７０メートルの位置） 

上空通過は１５時５４分５４秒、また、セスナ機の同地点付近上空通過は１５時５５分４４ 

秒ごろと推定され、その間隔は約５０秒であった。

(3)　セスナ機の最終進入における高度はＡ３００機の高度よりも低かった。

(4)　セスナ機は、先行機であるＡ３００機の右翼が発生した反時計回りの後流渦(半径約 

１６メートル、最大周速度約２３メートル／秒)に遭遇したものと推定され、この後流渦に 

対し操縦性能を失わず飛行させることは出来ず、低高度においては回復不可能であったもの 

と認められる。

(5)　管制官は、Ａ３００機との関連でセスナ機の着陸順序を変更しており、かつ、当時の 

有視界気象状態では、セスナ機はＡ３００機を確認出来たはずであり、従ってＡ３００機の位 

置、高度、後方乱気流に関する注意を機長に送信していなかったものと認められる。

(6)　後方乱気流についての知識は有してはいたが、経験は浅いと考えられる機長は、当時 

Calm Windではなかったこと、後方乱気流が見えないこともあり、Ａ３００機の存在を知 

ってはいたが、当該後方乱気流の存在がこれ程危険であることを積極的に認識するまでには 

至らなかったのかも知れないが、結果的に見れば回避すべきものであったと考えられる。

４．２　推定原因

本事故の推定原因は、同機が着陸進入中、先行の大型機からの後方乱気流に遭遇して操縦  

不能となり、低高度であったため回復できなかったことによるものと認められる。
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別添１

管制交信テープによる交信の記録







別添２

航空路誌、管制方式基準及び米国ＡＴＭのうち本事故に関連する項目







別添 ２‐２ 管制方式基準














